
「新潟市食の安全基本方針」 成果指標の現状報告 

１ 成果指標の状況 （「食育・健康づくりに関する市民アンケート」による） 

成果指標 
策定時 

（H26） 
H27 H28 H29 H30 

目標値 

（H 31）

１． 食の安全性について基

礎的な知識を持ち、自

ら判断することができる

市民の割合 （※１）

― ― 
（参考値）

６３．３ 
６５．２ ６９．３ ７５．０ 

２． 新潟市における食の安

心・安全の取組が十分

に行われていると感じ

る市民の割合 

３３．８ ７４．３ ７２．３ ７０．８ ６９．２ ８０．０ 

（※２）

（参考） 

「食の安全」について関心

がある市民の割合 

９１．５ ８９．７ ８６．７ ８８．６ ８８．３  

   （単位：％） 

※１：平成 29年 4月に成果指標の見直し
  （旧指標）：食の安全に関する知識を持っていると思う市民の割合

※２：平成 29年 4月に目標値の見直し（旧目標値）：６０．０％

２ 成果指標の評価方法について 

（１）平成 31 年度の評価方法について 

今年度までの成果指標の評価方法として「食育・健康づくりに関するアンケート」

に参加してきたが，事務事業の見直しにより，同アンケートが平成 32 年度まで中

止となった。 

その代替手段として，母集団が変わらないよう，他の部署が実施する同様の手法

で行うアンケート「市政世論調査」に参加できるよう調整を図っている。 

市政世論調査に参加できなかった場合は，今年度の結果をもって本計画の最終評

価を行う。 

（２）第 3次改定計画の評価方法について 

2020 年度からの計画（第三次改定計画）では，成果指標の評価方法について，イ

ンターネットによるアンケートで行うことを検討している。 

（参考）新潟県食の安全に関するアンケート調査 

インターネットによる調査（3日間）県内及び首都圏の 20～60 代の男女各 500 人 
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